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オーストラリア外資規制法：FIRB承認申請費用の増額 

 

2022 年 8 月吉日 

 

One Asia Lawyers  

オーストラリア・ニュージーランド事務所 

 

 

 オーストラリアの外資規制法において当局である外国投資審査委員会（FIRB：Foreign Investment 

Review Board）からの承認取得が要求または推奨される投資の要件の概要については、前回のニュ

ースレター（https://oneasia.legal/6062）にてご紹介しましたが、2022 年 7 月 29 日より、当該承

認取得の申請費用が増額されています1。申請費用の計算方法や例外規定等は複雑な規則が存在しま

すが、基本的に従来と比較し２倍に増額されています。その概要を以下の通りまとめましたので参照

いただければ幸いです。なお、申請費用の詳細については FIRB が以下のガイドラインを発行してお

り、今回の変更が反映されています。 

https://firb.gov.au/sites/firb.gov.au/files/2022-07/G10_Fees_210722.pdf 

 

投資対象 2022 年 7 月 28 日まで 2022 年 7 月 29 日以降 

居住地 
 

 A$1m 以下の投資：申請費用

A$6,600 

 対価が A$1m 豪ドル増えるご

とに申請費用 A$13,200 増加 

 申請費用最高額：A$522,500

（投資が A$40 を超える場合） 

 A$1m 以下の投資：申請費用

A$13,200 

 対価が A$1m 豪ドル増えるごと

に申請費用 A$26,400 増加 

 申請費用最高額：A$1,045,000

（投資が A$40 を超える場合） 

農地 

 A$2m 以下の投資：申請費用

A$6,600 

 対価が A$2m 豪ドル増えるご

とに申請費用 A$13,200 増加 

 申請費用最高額：A$522,500

（投資が A$80 を超える場合） 

 A$2m 以下の投資：申請費用

A$13,200 

 対価が A$2m 豪ドル増えるごと

に申請費用 A$26,400 増加 

 申請費用最高額：A$1,045,000

（投資が A$80 を超える場合） 

商業用地  A$50m 以下の投資：申請費用

A$6,600 

 対価が A$50m 豪ドル増えるご

とに申請費用 A$13,200 増加 

 A$50m 以下の投資：申請費用

A$13,200 

 対価が A$50m 豪ドル増えるご

とに申請費用 A$26,400 増加 

事業・事業体 

 
1 Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Amendment (Fee Doubling) Regulations 2022 (Cth) 

https://oneasia.legal/6062
https://firb.gov.au/sites/firb.gov.au/files/2022-07/G10_Fees_210722.pdf
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 申請費用最高額：A$522,500

（投資が A$2b を超える場合） 

 申請費用最高額：A$1,045,000

（投資が A$2b を超える場合） 

 

事業の開始 申請費用：$2,000 固定  申請費用：$4,000 固定 

契約の締結または改定 申請費用：$13,200 固定  申請費用：$26,400 固定 

組織再編 申請費用：$13,200 固定 申請費用：$26,400 固定 

  

以 上 

 

◆One Asia Lawyers オ―ストラリア・ニュージーランド事務所◆ 

「One Asia Lawyers」は、日本および ASEAN 各国の法律に関するアドバイスを、シームレスに、一つのワ

ン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で最初の ASEAN 法務特化型の法律事務

所です。 

One Asia Lawyers オーストラリア・ニュージーランド事務所では、数々の賞を受賞した現地総合法律事務所

Legal Vision と、オーストラリアを含むコモン・ローの法域に資格を有する日本人専門家が協働して、オースト

ラリア・ニュージーランドに進出する企業の法的支援を提供しております。 

＜著者＞ 

加藤美紀  

弁護士法人 One Asia オーストラリア・ニュージーランド事務所 

豪州法曹資格を保有。One Asia Lawyers では、主にオーストラリア、ニュージー

ランド及びシンガポールの企業法務全般について、契約書作成・審査、法令リサーチ、

法務監査・契約交渉のサポート等の業務を行う。 

本記事に関するご照会は右記までお願い致します。 miki.kato@oneasia.legal 
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